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整備検討委員会事務局

令和6年1月25日の任期満了を持って、本委員会は終会しました。
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現状と課題
学校跡地活用方策 など

課題の整理

↓
課題解決アイデア

↓
学校跡地の利活用アイデア

↓
検討結果の整理

今後の進め方

第７回整備検討委員会では、市教委事務局から、小中一貫校の開校に向けては、カリ
キュラム、校則、制服など学校主体で検討する段階に入ることから、学校運営面等を検討
するためのチームを新たに設置する予定であること、委員構成はこれから決めること、な
どの説明がありました。

また、西小倉地域の３小学校跡地活用については、学校運営面等とは別に検討を進める
こと、検討内容・状況に応じた適切な手法を用いて幅広く意見を伺いつつ、「基本的な活
用方針（後述）」に沿って、跡地ごとに具体的な検討を進めていくこと、などの説明があ
りました。

地域の皆様のこれまでのご支援に感謝するとともに、引き続きのご支援をお願いします。
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（仮称）西小倉地域小中一貫校の設計内容

小学生による建築模型の見学（現在は宇治市役所１階ロビーに展示中です）

西小倉地域小学校の跡地利活用に関する検討

地域部会では、ワークショップ形式にて、３小学校跡地の利活用についての検討を行い、整備検討
委員会として、「西小倉地域小学校跡地利活用に関する検討結果について」をまとめました。
その後、市において、「西小倉地域小学校跡地に関する基本的な活用方針」を取りまとめました。

西小倉小学校 北小倉小学校 南小倉小学校

●建築模型は、第6回整備検討委員
会（R5.9.8）で公開した後、西小倉
中・西小倉小・北小倉小・南小倉小、
西小倉地域福祉センター、西小倉コ
ミュニティセンターで展示しました。

●小中一貫校の体育館（2つの体育
館と武道場）には、空調設備を設置
するために、今後、設計を行います。

●令和6年2月から校舎建設工事が始
まりました。

通学路の検討状況

通学路検討チームによる現地確認の様子通学路の主な幹線の案

北小倉小学校

西小倉小学校

(小中一貫校)

南小倉小学校

通学路案は場所によっ
ては、複数の候補があり
ます。

今後、安全対策の検討
を進め、通学路を確定し
ていきます。

西小倉中学校

「基本的な活用方針」における各小学校跡地活用の方向性（抜粋）

「多世代交流施設」として、公
共施設の複合・多機能化を推進。
幅広い世代の方が目的に捉われ
ず気軽に立ち寄れる開かれた場、
自然と人が集い交流が生まれる
ような場を目指す。

「スポーツ・遊びの場」として、
スポーツ活動を通じて、心身の
健康づくりや、人や地域のつな
がりの創出、子ども達が元気
いっぱい遊ぶことができる場を
目指す。

「若者の定住促進」として、子
どもや若者、子育て世代が転
入・定住しやすい住環境を創出
する場となるよう、子ども達が
遊べる環境確保や、敷地周辺へ
の影響等を十分に考慮しながら、
売却を前提とした活用を目指す。


